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鉄道脱炭素官民連携
プラットフォーム利用促進・見える化ＷＧについて

利用促進・見える化WGWG名

鉄道の環境優位性をエンドユーザーに「見える化」し、利用を促進するための官民連携し
たPR方法

テーマ

北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客
鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社、
京成電鉄株式会社、東急電鉄株式会社、東京地下鉄株式会社、名古屋鉄道株式会社、近畿
日本鉄道株式会社、京阪電気鉄道株式会社、南海電気鉄道株式会社、阪急電鉄株式会社、
阪神電気鉄道株式会社、東京都交通局、静岡鉄道株式会社、一般社団法人日本民営鉄道協
会、公益財団法人鉄道総合技術研究所、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、
株式会社総合車両製作所、株式会社日立製作所、富士電機株式会社、トータルニューエナ
ジーシステムズ株式会社、三井倉庫ホールディングス株式会社、KPMGモビリティ研究所、
早稲田大学・一般社団法人日本鉄道車両機械技術協会、パシフィックコンサルタンツ株式
会社 （順不同）

WGメンバー

各WGメンバーが施策のアイデアを出し合い、参考事例の収集・紹介、課題や留意点の整
理、解決策の提案等を行うことにより検討を深め、一定の共通認識の形成を目指す。

活動内容、
アウトプットの
イメージ

活動計画、
スケジュール等

ワーキンググループ活動計画

3月2月1月12月11月10月9月

活動成果とりまとめWG設置 WGメンバーによる検討・意見交換
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鉄道脱炭素官民連携
プラットフォーム

オフセット
イベント・
サービス・
商品等

カーボンニュートラルに向けて、環境優位性の高い鉄道の利用促進を図り、移動手段を鉄道にシフト
することでもたらされるCO2排出削減効果を“見える化”して世の中にPRしていくべきではないか。
さらには、その削減効果を価値化・マネタイズして利用者に還元することなどにより、取組を継続・拡大
していくことが考えられないか。

鉄道シフトなし

CO2排出量

-CO2

本WGで検討した施策内容

￥ 2鉄道シフトあり

+CO2

③
価値化・

マネタイズ

①
利用促進策

②
効果の定量化

・可視化

削減効果
○トン

鉄道へのシフトの促進

交通系ICカードやスマホアプリの活用

統一的な算定ルールの策定

モーダルシフトのカーボンクレジット化？



鉄道脱炭素官民連携
プラットフォーム効果的な利用促進策のアイデアの例

（例）
• 期間を設定して、関係者が集中的な情報発信を実施
（期間中はどこでも鉄道の環境PRが目に入る状態に）

• 関係者で内容を揃えた情報発信と、各主体独自の取
組のPRをセット（2本立て）で実施

PR期間の設定、関係者のタイアップ

（例）
「鉄道は鉄のレールの上を鉄の車輪が転がるため、アスファル
トの上をゴムタイヤで走る自動車と比べて車輪の転がり抵抗
が極めて少なく・・・」

一般国民への訴求力のある説明内容

視覚的・効果的な情報発信方法

（参考事例）

（参考事例）

公式ロゴマーク等の設定

利用者へのインセンティブ付与
（例）
• 鉄道利用によるCO2排出削減効果の見える化と連動さ
せた脱炭素ポイントの付与

• 自治体等の環境予算を活用したインセンティブ付与

（例）
• 鉄道の省エネ技術を可視化する動画コンテンツ
• 列車内のモニターを活用したリアルタイムの情報発信

JR西日本作成 啓発動画より

（参考事例）

JR九州「DENCHA」の車内モニターの表示

内航船省エネルギー格付制度
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鉄道脱炭素官民連携
プラットフォーム

利用促進×見える化の取組事例

4

本WGの活動と並行して、鉄道事業者を始めとする関係者において、利用促進・見える化
に関する様々な取組が開始されている。

今後のさらなる取組の参考となるよう、過去の先進的な取組を含め、事例集として取りまと
めた。



鉄道脱炭素官民連携
プラットフォーム

• ＪＲグループと日本民営鉄道協会が連携して、相対的に低炭素な輸送モードである鉄道のさらなる利
活用促進（モーダルシフト）をめざすとともに、鉄道の環境優位性に対する社会的な理解促進に取り
組むため、共通ロゴマークとスローガンを設定。

• 各鉄道事業者のメディア（ウェブサイト、列車・設備・駅頭への掲出、車内ビジョン、ポスター、広告等）
を通じた啓発など、事業者横断でのＰＲを強化。

ＪＲグループと民鉄業界が連携した環境ＰＲの開始

5（資料提供：JR西日本）



鉄道脱炭素官民連携
プラットフォーム鉄道の環境優位性に関するWEBコンテンツの創設

• 日本民営鉄道協会では、鉄道が環境にやさしいことをPRするWEBサイト「鉄道で目指すカーボンニュートラル」
（https://mintetsu-carbon-neutral.jp/）を開設。

• 事例紹介も交えながら、まんがを用いてわかりやすいタッチで説明することにより、世の中への理解の浸透を目指す。

冒頭の画像イメージ（スマホ版） 6



鉄道脱炭素官民連携
プラットフォーム公共交通事業者が主体となった環境イベントの開催
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• 静岡鉄道が主体となって2022年11月19日に実施した「COOL CHOICE 2022 in しずおか」では、同社の静岡市内

の電車・バスの終日無料化と、行政、企業、団体と連携した体験イベントの開催により、環境に配慮した形で街のに
ぎわいを創出する試みを実施。

• 開催結果と効果検証についても報道発表を行い、CO2排出削減量（約52トン）を含む取組の効果をわかりやすく世
の中にPR。

（静鉄グループニュースリリース
より抜粋して作成）



鉄道脱炭素官民連携
プラットフォームインセンティブと啓発を組み合わせた利用促進策

• 大阪府が実施する検証事業「おおさか脱炭
素ポイント＋」の一環として実施

• 利用者がJR西日本公式アプリ「WESTER」
で登録を行ったうえで、鉄道の環境優位性
の啓発動画の視聴や、ICOCA での在来線
利用でスタンプを集め、スタンプを5つ貯
めてアンケートに答えると、ICOCAポイン
トを付与（達成者全員に100ポイント、さ
らに抽選で1000ポイント）。

■JR西日本「電車de脱炭素スタンプラリー」（2022年11月～2023年1月実施）

（資料提供：JR西日本）
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鉄道脱炭素官民連携
プラットフォーム新幹線利用に係るCO2排出量の見える化

• JR東海が提供するエクスプレス予約の法人向けWEBサイトでは、出張利用の多い東海道・山陽・九州新幹線の区
間別CO2排出量を公開。

• 企業向けに環境優位性の高い新幹線利用を促している。

現在、気候変動問題は世界規模で取り組
むべき課題となっており、温室効果ガス
の中でも特にCO2は地球温暖化に与える
影響が大きいと考えられています。日頃
より出張等でご利用いただいております
新幹線は他輸送機関に比べて地球環境へ
の負荷が少ない優位性がありますが、各
駅毎の一人当たりのCO2排出量を可視化
することで、新幹線の環境優位性を改め
てご理解いただくとともに、EX法人会
員様の出張等を環境面からもサポートさ
せていただければと考えております。
地球環境への負荷が少ない新幹線を一人
でも多くのお客様に選択・利用していた
だけるよう今後も努力してまいります。

（JR東海エクスプレス予約コーポレートサービスWEBサイトより抜粋・引用して作成） 9



鉄道脱炭素官民連携
プラットフォーム新幹線におけるCO2排出量実質ゼロ化のサービス

• JR東海・JR西日本では、エクスプレス予約法人会員であり、環境対策に積極的に取り組んでいる医薬品企業のア
ストロゼネカ社と連携して、新幹線の出張利用に伴うCO2排出量（Scope3の一部）を実質ゼロにできるサービスの
スキームを構築。

• 2024年4月から、エクスプレス予約法人会員に対して、CO2フリー電気を活用することで新幹線での移動に伴う
CO2排出量が実質ゼロとなるサービスの提供を開始。

10
（出典）JR東海・JR西日本・アストロゼネカ㈱ 2024年2月15日プレスリリース



鉄道脱炭素官民連携
プラットフォーム鉄道輸送を通じた環境面のソーシャルインパクトの算定・公表

• 東京メトロでは、同社の鉄道運行を通じてもたらされていると考えられる社会的なCO2削減貢献量を算定し、公表。

• 自動車輸送と比較した場合の環境面でのインパクトを定量的に示すことで、人々の環境配慮行動を促すとともに、
様々なステークホルダーと連携してカーボンニュートラルの実現に向けた取組を進めていくとしている。

（東京メトロ2024年3月25日プレスリリースより抜粋） 11



鉄道脱炭素官民連携
プラットフォーム

■日立製作所 『Green Planet』 -移動に伴うCO2排出量可視化サービス-

12

旅客のスマートフォンから得られるデー

タを用いてその移動経路を推定し、CO2

排出量削減量（対自家用車比）を算出。

CO2排出削減量に応じてインセンティブ

を付与するなどして、環境負荷の少ない

鉄道やバスの利用を促すソリューション

です。

（日立製作所WEBサイト「CEATEC2023日立ブースのご案内」より抜粋・引用して作成）

環境に配慮した移動を促すアプリ

• 日立製作所では、モビリティに関わる全てのステークホルダーが活用できるプラットフォームとして、環境配慮の観点
から利用者の行動変容を促す移動系アプリ「Green Planet」を開発推進中。

• 利用者のスマートフォンから取得するセンサ情報や位置情報から移動モードを推定して公共交通利用によるCO2排
出削減量を可視化し、それに応じて得られるグリーンチケット等でさらなる環境活動への関心を促す。



鉄道脱炭素官民連携
プラットフォーム

鉄道利用に伴うCO2排出削減量の
算定ルールについて

13

本WGにおける「見える化」の取組の一つとして、利用者が鉄道で特定経路を移動する際
のCO2排出量や、他の交通機関による移動と比較した場合の排出削減効果をできるだけ
実態に即した形で算定し、世の中に示せるようにするためのガイドラインを策定した。

鉄道事業者をはじめとする関係者が、鉄道サービスを利用する際に発生するCO2排出量

を利用者や沿線企業等に示す際、本ガイドラインを参考にすることで、透明性・妥当性が確
保され、鉄道業界における「見える化」の取組がより円滑に進むことが期待できる。



鉄道脱炭素官民連携
プラットフォーム

旅客の鉄道利用に係るCO2排出量の算定ガイドライン

２０２４年３月
鉄道脱炭素官民連携プラットフォーム

利用促進・見える化ＷＧ

１．ガイドラインの目的・位置付け

• 企業における従業員の通勤・出張を含むScope3への対応や、鉄道輸送サービスに係るカーボンオフセット付き商
品の設定など、個別具体の鉄道移動に係るCO2排出量を把握するニーズが高まってきている。

• また、環境優位性のある鉄道の輸送分担率を増大させ、日本全体のCO2排出削減に貢献していく観点からも、鉄
道へのシフトに伴う排出削減量を定量化・可視化し、旅客の行動変容を促していくことが望ましい。

• 本ガイドラインは、鉄道や交通に関わる様々な主体が、用途に応じ、できるだけ実態に即した形で、鉄道利用に係
るCO2排出量や、鉄道の利用促進による排出削減効果の算定を統一的に行うことができるよう、それらの算定方
法やその考え方を整理するものである。

• 本ガイドラインの適用は任意であるが、本ガイドラインを活用することによって、CO2排出量や排出削減効果の算定
が円滑に行われ、普及することを通じて、環境優位性のある鉄道の利用が促進されることを期待する。

• 本ガイドラインは、個別具体の鉄道利用におけるCO2排出量をできるだけ実態に即した形で算定することで、鉄道
の環境価値をより具体的に示すことを目的としており、条件の異なる鉄道事業者間の比較を目的とするものではな
い。

• 本ガイドラインは、各種法令に基づく報告等における算定方法に影響を与えるものではない。

• 本ガイドラインは、今後の検討の深度化等を踏まえ、必要な見直しを行うこととする。

14



鉄道脱炭素官民連携
プラットフォーム

列車運行

自家用車
バス

タクシー
航空機

道路等 空港

旅客船

埠頭下もの

上もの

鉄道 自動車 航空 海運

鉄道施設

２．鉄道利用に係るCO2排出量の算定
2-1 算定範囲
• 旅客の鉄道利用に係るCO2排出量の算定範囲は、他の交通モードとの適正な比較を可能とする観点から、原則と

して列車運転用のエネルギー消費（回送列車等を含む）に係るものとする。
• なお、本ガイドラインで算定対象としない列車運転用以外のCO2排出についても、その削減の取組が重要であるこ

とに留意する必要がある。

15

2-2 鉄道利用に係るCO2排出量の算定方法
• 国際基準であるGHGプロトコルや、環境省・経済産業省の「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に

関する基本ガイドライン」を踏まえるとともに、汎用性を持たせるため、旅客の鉄道利用に係るCO2排出量につい
ては、旅客１人１㎞当たりのCO2排出原単位を設定し、それに輸送量（輸送人キロ）を乗じて算定することを基本と
する。

※ 鉄道輸送のCO2排出量は列車運転用のエネルギー消費に比例するものであり、輸送量（輸送人キロ）に直接比例するものでは
ないため、後記2-3において、利用実態に即した排出原単位を適切に設定し、実態と乖離しないようにする必要がある。

CO2排出量
排出原単位

（１人１㎞当たりのCO2排出量）
活動量

（輸送人キロ）＝ ×



鉄道脱炭素官民連携
プラットフォーム

2-3 排出原単位の設定
• 排出原単位については、各交通機関の環境性能を比較する場合や、広域をカバーする経路案内サービスなどで

交通機関別のCO2排出量の簡易的な推計を行う場合には、国土交通省が公表している交通機関別の全国平均
の排出原単位を用いることが一般的である。鉄道一般の環境優位性を示すことを目的とする場合には、この方法
を用いることが妥当と考えられる（レベル１）。

• 一方、本ガイドラインが想定している、個別具体の鉄道利用実態に着目してCO2排出量を算定する場合において
は、全国平均の排出原単位を適用すると、実態との乖離が大きくなる可能性があることから、できる限り、鉄道事
業者毎の排出原単位を用いることを推奨する（レベル２）。

• より詳細な一次データが活用できる場合には、必要に応じ、同一鉄道事業者内の新幹線・在来線の別、電化路
線・非電化路線の別、一部路線・一部列車における再エネ１００％運行等の特性を反映させることを妨げない（レ
ベル３）。

• いずれにしても、排出量の算定結果を示すに際には、どのようなレベルの原単位を用いて算定を行ったのかを明
らかにすることが重要である。

16

【レベル１】
全国平均の
排出原単位

【レベル２】
鉄道事業者別
の排出原単位

【レベル３】
路線毎や
列車種別毎
の排出原単位

利用目的（例）

• 他社との比較
• 特定経路でのモーダルシフトによる

排出削減効果の推計

• 輸送機関別の比較
• 簡易推計

鉄道事業者の協力必要性低 高

低

高

精
度
・

作
業
負
荷

公表データを利用 鉄道事業者の一次データを利用

• 特定の路線や列車種別の環境価値の
対外アピール

• カーボンオフセット付き商品の設定



鉄道脱炭素官民連携
プラットフォーム

2-4 鉄道事業者別の排出原単位の計算方法
• 2-2、2-3のとおり、本ガイドラインでは、鉄道事業者別の排出原単位に輸送量（輸送人キロ）を乗じて鉄道移動に係

るCO2排出量を算定する方法を標準的な算定方法としている。
• 鉄道事業者別の排出原単位の算定方法を下記に示す。算定に当たっては、一部に鉄道事業者内の一次データが

必要となるが、把握が困難な場合には、公表データから推計することも可能である（下表※５参照）。なお、排出原
単位自体の公表を求めるものではない。

• 非化石証書やJ-クレジット等の環境価値の取得によりCO2排出量を削減している場合は、本ガイドラインに基づく
算定結果を示す際に、その旨を注記することとする。

CO2排出量
（t-CO2）

排出係数※４
列車運転用

エネルギー使用量
電気事業者メニュー区分

（t-CO2/千kWh）
0.468

（千kWh）
○○電力 メニューA

買電①電気 0.436△△電力 メニューB（残差）
0.352□□エナジー
0.000－自家発電

※５※１小 計
（t-CO2/千kl）（千kl）

※２－②軽油
（t-CO2/千t）（千t）

※３－③石炭（一般炭）

④無効化したクレジット（国内認証排出削減量又は海外認証排出削減量）

合 計（①＋②＋③－④）

（注１）CO2排出量は、自己の鉄道事業に係る列車運転用エネルギーについて、以下のとおり算出する（網掛け部分は鉄道事業者内の一次データ）。
データはできるだけ直近の実績値を使用する。

※１、２、３ 「鉄道統計年報」に掲載。
※４ 排出係数は、環境省・経済産業省「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」の公表値を使用する。電気については調整後排出係数を用いることができる。
※５ 調達電力の内訳の把握が困難な場合、事業者全体の運転用電力使用量（※１）に、所在地域の大手電気事業者の調整後排出係数（残差）を適用して計算

することができる。

＝

CO2排出量（注１）

列車運転用
エネルギー使用量 × 排出係数 ÷ 輸送人キロ（注２）

排出原単位
（事業者別）
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Σ

（注２）事業者別の輸送人キロは、鉄道統計年報に掲載。

Σ
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＜必要なデータと出典（例）＞
①燃料消費量（ガソリン、軽油、LPG）
②走行キロ（ガソリン、軽油、LPG）
③平均輸送人数 ・・・国土交通省「全国道路・街路交通情勢調査」
④排出係数（ガソリン、軽油、LPG） ・・・環境省・経済産業省「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」

・・・国土交通省「自動車燃料消費統計年報」（都道府県別データあり）

①

CO2排出量

＝ 燃料消費量 × 排出係数 ÷ 走行キロ × 平均輸送人数
排出原単位
（自家用車）

輸送人キロ

②④ ③

３．鉄道へのシフトによるCO2排出削減量の算定
3-1 鉄道へのシフトによるCO2排出削減効果
• 鉄道は環境優位性が高く大量輸送が可能な輸送機関であり、自家用車をはじめとする他の交通機関に代えて鉄

道を利用することにより、移動に伴うCO2排出量を減らすことができると考えられる。
• この鉄道へのシフトによるCO２排出削減量を算定するためには、前記２．に基づき当該鉄道利用に係るCO2排出

量を算定することに加えて、比較対象となる他の交通機関の利用に係るCO2排出量を算定することが必要となる。

3-2 自家用車のCO2排出量の算定方法
• 自家用車（電気自動車を除く）を利用した場合のCO2排出量は、国土交通省が公表している交通機関別の自家用

乗用車のCO2排出原単位のほか、下記の方法により設定した排出原単位を用いて算定することが可能である。
• 排出原単位の設定に当たっては、地域別の特性を反映させるため、比較する鉄道路線の所在地に対応する都道

府県別のデータを用いることが望ましい。ただし、新幹線など広域利用の比較対象とする場合にあってはこの限り
でない。

18
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3-3 利用経路の違いの反映
• 自家用車から鉄道へのシフトの場合、輸送距離そのものが変化することに加え、発着地が鉄道駅から離れている場

合には、発着地から最寄駅までの移動が別途必要になる。
• トリップの発着地が明確な場合（通勤手段の変更、イベントとタイアップしたキャンペーンなど）には、削減効果の算定

に当たり、可能な限りそれらを考慮する必要がある。
目的地

出発地

自家用車
移動距離25km

自転車
移動距離2km

徒歩
移動距離0.5km

鉄道A社
移動距離20km

鉄道B社
移動距離10km

出発地最寄駅

目的地最寄駅

・自家用車利用の経路のCO2排出量 ＝ 移動距離25㎞×自家用車の排出原単位
・鉄道利用の経路のCO2排出量（※） ＝ 移動距離20㎞×鉄道A社の排出原単位＋移動距離10㎞×鉄道B社の排出原単位

※上記例の場合、鉄道利用の経路における末端交通が自転車及び徒歩であるため末端交通のCO2排出量を考慮する必要はないが、
末端交通にバスやタクシーを利用する場合には、それらの利用に係るCO2排出量を加算する必要がある。

19
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3-4 自家用車からのシフトによる削減効果の考え方
• 鉄道の場合、輸送に伴い排出されるCO2は、主に列車の走行に起因するものであり、予め定められたダイヤに基づ

いて列車が運行されている中で、自家用車から鉄道へのシフトにより利用者数が増加したとしても、短期的には、
（臨時の増便等がない限り）排出されるCO2の量は基本的に変化しないと考えられる。

• 一方、自家用車の場合は、個人等が移動する際に都度稼働する交通手段であり、移動に自家用車が使用されなけ
れば、自家用車の走行に伴うCO2排出は発生しない。

• このため、自家用車から鉄道へのシフトが行われた場合においては、自家用車で移動した場合に発生したと考えら
れるCO2排出量をそのまま排出削減量として計上する（鉄道利用者の増加によるCO2排出量の増加は考慮しない）
という考え方もあり得る。

• しかしながら、人々の移動需要に応えるために鉄道のダイヤが組まれ、定期的又は臨時にダイヤが見直されている
ことからすれば、鉄道利用者の増加によるCO2排出量の増加を一般的にゼロとみなして計算することは必ずしも適
切ではないと考えられることから、本ガイドラインにおいては、自家用車を利用した場合のCO2排出量から、鉄道を利
用した場合のCO2排出量を差し引いたものを排出削減量とすることを基本とする。

• なお、例えばマイカーから鉄道への通勤手段の変更など、自家用車の使用を止めて鉄道に切り替えたことが明確に
把握できる場合には、自家用車で移動した場合に発生したと考えられるCO2排出量をそのまま排出削減量として計
上しても差し支えない。

3-5 航空機のCO2排出量の算定方法
• 航空機との比較が必要な場合は、国土交通省が公表している交通機関別のCO2排出原単位を用いて計算するほ

か、国際民間航空機関（ICAO）のガイドラインに基づき航空事業者が情報提供している区間別のCO2排出量を参照
することが可能である。

3-6 他の交通機関のCO2排出量算定における留意点
• 他の交通機関におけるCO2排出量については、今後、算定方法の精緻化が図られる可能性があるため、最新の動

向に注意する必要がある。
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行動変容を促すインセンティブ付与について

21

鉄道へのシフトを促す方策として、エコポイントなどの経済的なインセンティブ付与
は効果的と考えられるが、財源の確保や行動変容の判定方法などの課題もある。

環境関連予算の活用、既存の交通系ICカードや移動系アプリとの連携なども視野
に入れた検討が必要と考えられる。



鉄道脱炭素官民連携
プラットフォーム消費者の行動変容を図るための予算の例

（出典）環境省「デコ活」ウェブサイト https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/ 22
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留意点特長算定方法パターン

• 実際の排出削減量として
示したり、オフセットに用
いたりすることは不適切

• リファレンスシナリオの妥
当性の確保

• 「鉄道がなかったら」という
極端な仮定を置くことで、
鉄道の環境価値を効果的
に訴求することができる

• 鉄道というソリューションが
存在しなかった場合の状態
（リファレンスシナリオ）を仮
定し、それとの比較で削減
貢献量を計算

鉄道のソーシャルインパク
トを示す

• 他の輸送手段から鉄道
にシフトした旅客かどう
かを判定する必要がある

• 比較的実態に近い排出削
減量となる

• カーボン・オフセットやカー
ボン・クレジット化に対応
できる可能性

• 従前の移動行動との比較で
削減量を計算

• もともと鉄道を利用していた
旅客の分についてはカウン
トしない

鉄道へのモーダルシフトの
効果を示す

■排出削減効果の示し方のパターン

23

鉄道へのシフトの判定方法について

鉄道へのモーダルシフトによる排出削減効果を算定する場合、もともと鉄道で移動するつもりだった
旅客の移動を含めて排出削減量を算定することは適切でない。
また、利用者へのインセンティブ付与を効果的・効率的に行う観点からも、鉄道にシフトした利用者に
限定してポイント等を付与できることが望ましい。
このため、他の輸送モードから鉄道にシフトした旅客かどうかを何らかの方法で判定する必要がある。
その方法として、キャンペーン参加者へのアンケートの実施などが考えられるが、客観性の確保と作
業負荷の軽減のため、スマートフォンアプリ（P12参照）や交通系ICカード等の機能を活用して、効率
的に判定する仕組みの構築が望まれる。

（参考）排出削減効果の示し方のパターン
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JR西日本が大阪府と連携して実施した「電車de脱炭素スタンプラリー（P7参照）」（動画視聴＋５回の
鉄道利用で100円分のポイント獲得）の達成者（約１万５千人）へのアンケート結果では、ポイント付
与がなくても鉄道を利用して移動したと回答した者（他の鉄道事業者からの転換を含む）が８割近く
を占めており、ポイントのインセンティブによって自家用車・タクシーから移動手段を転換したと回答
した者は１割未満であった。
こうした結果を踏まえ、JR西日本では、ナッジ効果の高いインセンティブ付与方法（状況に応じて付
与率を変動させる等）についても検討していくべきとしている。

ポイント付与によるシフト効果の測定事例

24

（資料提供：JR西日本）
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①ノーマイカーデー等の一時的な通勤手段転換の場合

国土交通省・交通エコロジー・モビリティ財団の「エコ通勤優良事業所認証制度」においては、認定事業所のエコ通勤に
よるCO2削減量の報告について、以下のような計算方法を採用している。

エコ通勤認証制度におけるシフト効果の測定方法①

25
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②年間を通じたマイカーから他の通勤手段への転換の場合

26

エコ通勤認証制度におけるシフト効果の測定方法②
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カーボン・クレジット化の可能性について

27

旅客の行動変容をカーボンクレジット化することについては、制度的にも困難との
意見が多かった。

また、公的報告に使えないボランタリークレジットでは、需要がつかないのではな
いかとの意見もあった。

解決すべき課題は多いが、カーボンクレジット制度全体の動向や、最近新設され
たJブルークレジットなどの先行事例、貨物モーダルシフトのカーボンクレジット化
に向けた検討の進捗状況等を踏まえて、実現可能性を検討していくことが必要と
思われる。
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経産省「カーボン・クレジット・レポートの概要」（2022年6月）より抜粋して作成

2022年6月に経産省の検討会がまとめた「カーボン・クレジット・レポート」においては、「日常生活や地
域での低炭素活動からクレジットを創出し、身近なイベントや製品等のオフセットに活用することで、低
炭素に対する個人・地域の行動変容の促進を検討すべき」とされているところ。
こうした動きを受けて、鉄道利用へのシフトによるボランタリークレジットの創出ができないか。

排出削減量の経済価値化の可能性について

28
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プラットフォーム個人に帰属するクレジットの活用可能性について

J-クレジット制度について～プログラム型プロジェクト運用手引き～（2023年7月 J-クレジット制度事務局）より抜粋・引用して作成

太陽光発電設備利用によって得られるCO2排出量の削減効果
による環境価値＝J-クレジットを、運営・管理者である株式会社

●●に譲渡すること。また、その結果として「太陽光発電により温
室効果ガスを削減した」ことを、会員が主張できなくなること。

J-クレジット制度では、1件1件では削減量の小さい環境活動を取りまとめてクレジット化する「プログラ
ム型プロジェクト」の仕組みがある。
これを参考にして、個人の行動変容による環境貢献を、事業者団体や自治体が取りまとめてクレジッ
ト化する仕組みを検討できないか。（クレジットの売却益は、プロジェクトの実施経費に充てるほか、プ
ロジェクトに協力した個人にポイント等で還元）

29
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プラットフォームカーボン・クレジット化における課題

一般的に、カーボンクレジットにはその品質を確保するための認証要件が設けられている。
ボランタリークレジット（※）の場合は、公的クレジット制度ほどの厳格な要件は求められない可能性も
あるが、モーダルシフトによるクレジット創出は過去に例がなく、一定の信頼性をどう確保するかの検
討が必要。

カーボン・クレジット認証要件の例（ICROA CODE OF BEST PRACTICE）

（出典）「カーボン・クレジット・レポートの概要」（2022年6月）

30
※ボランタリークレジット：民間セクター主導のカーボン・クレジット。政府主導のカーボン・クレジットよりも柔軟な運用が可能だが、

NDC（政府削減目標）などの達成の手段としては利用できない。
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プラットフォームJ-クレジットの新設要件について

政府認証クレジットであるJ-クレジット制度においては、新しく方法論を作る場合の要件は以下のとお
りとなっている。

J-クレジット制度ホームページより引用・抜粋して作成 31
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プラットフォーム新たなボランタリー・クレジット創出の事例

国土交通省（港湾局）プレスリリースより抜粋して作成

海洋分野では、ブルーカーボン生態系を活用した吸収源の拡大を図るための新たな資金メカニズム
として、藻場の保全活動等の実施者により創出されたCO2吸収量をクレジットとして認証し、CO2削減
を図る企業・団体等とクレジット取引を行う「Ｊブルークレジット」制度を創設。
ジャパンブルーエコノミー技術研究組合（JBE）が、ブルーカーボン活用プロジェクトを対象にしてクレ
ジットを認証・発行・管理している。

ジャパンブルーエコノミー技術研究組合ホームページより抜粋して作成 32


